


■前回ＷＧで課題とされた事項への対応

電子申請のメリットを実感した利用者の声を収集・発信することなどを通じて、
社会保険システムの更なる利用拡大を図る。

１．集中的な利用勧奨の実施

• 電子申請義務化の対象事業所（資本金１億円超等）や被保険者数101名以上
の事業所で、電子申請を利用していない事業所に対し、電話等により、操作
説明などのサポートも含めた集中的な利用勧奨を実施する。

• その他の事業所に対しても、周知用リーフレットを送付し、利用勧奨を実施
する。

• 電子申請の活用によってどのように利便性が向上したか、利用者である企業
の担当者等の声を厚労省ＨＰ等で公表予定。

２．利用者の声の発信
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